
秋田大学医学部附属病院長適任者選考規程 

平成 30年７月 11日 

規 則 第 2 9 0 号  

 

  （趣旨） 

第１条 この規程は，国立大学法人秋田大学部局長等選考等規程第５条第３項の規定に基

づき，秋田大学医学部附属病院長（以下「病院長」という。）適任者の選考に関し必

要な事項を定める。 

（選考の時期） 

第２条 学長は，次の各号の一に該当する場合に病院長の選考を行うものとする。 

(1) 病院長の任期が満了するとき。 

 (2) 病院長が辞任するとき。 

 (3) 病院長が欠員になったとき。 

２ 学長は，前項第１号に該当する場合は，任期満了の１月前までに，同項第２号又は第

３号に該当する場合は速やかに，病院長の選考を行うものとする。 

（病院長の資質及び能力） 

第３条 病院長は，次に掲げる要件を満たす者とする。 

(1) 医師免許を有している者 

(2) 医療安全確保のために必要な資質及び能力を有している者 

(3) 病院の管理運営に必要な資質及び能力を有している者 

２ 学長は，前項に定める要件の具体的内容を，病院長選考基準（以下「選考基準」と

いう。）において定める。 

（選考会議の設置） 

第４条 学長は，病院長適任者の選考に当たり秋田大学医学部附属病院長候補適任者選考

会議（以下「選考会議」という。）を設置する。 

２ 学長は，選考会議を設置するときは，役員会の議を経て，速やかに委員を選定し，委

員名簿に選定理由及び委員の経歴を添えて公表するものとする。 

３ 学長は，選考会議に対し，選考基準案の策定及び１名以上の病院長候補適任者（以下

「候補適任者」という。）の推薦を求める。 

４ 選考会議に関し必要な事項は別に定める。 

（選考基準の決定） 

第５条 学長は，選考会議が策定した選考基準案を参考に，選考基準を決定し公表するも

のとする。 

（病院長の選考） 



第６条 学長は，選考会議から推薦のあった候補適任者に対し，面接を行い，病院長適任

者を選考し決定する。 

２ 学長は，病院長適任者を決定したときは，氏名，選考理由及び選考過程を公表する。 

（任期） 

第７条 病院長の任期は，３年とし，再任を妨げない。ただし，再任の場合の任期は２年

とし，引き続き５年を超えて在任することはできない。 

（補則） 

第８条 この規程に定めるもののほか，病院長適任者の選考に関し必要な事項は，学長が

別に定める。 

附 則 

１ この規程は，平成 30年７月 11日から施行する。 

２ 秋田大学医学部附属病院長適任者選考規程(平成 16年４月 1日規則第 118号)は，廃

止する。ただし，この規程施行の際，現に病院長である者の任期は，第７条の規定にか

かわらず，廃止前の同規程による。 

 


